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１ 会議名   令和５年 第 13 回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和５年 11 月 15 日（水）午前 10 時 00 分～午前 10 時 55 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、渡邉 博明、柿木 秀雄 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

   教育次長   ： 丸川 浩 

教育政策課長 ： 村重 武志   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 村中 俊一郎 

学校教育課長 ： 重本 浩志  学校教育課主幹 ： 田村 幸恵 

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 倉本 敦 

生涯学習課長 中央公民館長兼務  ： 岡田 司 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 弘中 勝 

由宇支所次長 ： 中村 洋一  周東支所長    ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 岩脇 孝史  美和支所長    ： 佐伯 重樹 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  廣田 登志子、渡邉 博明 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第 14 号  所管事項について 

日程第３ 議案第 43 号 
岩国市教育委員会事務局等の組織に関する規則の一部を

改正する規則について 

日程第４ 議案第 44 号 
岩国市学校教育法施行細則の一部を改正する規則につい

て 

日程第５ 議案第 45 号 
岩国市幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則につい

て 

日程第６ 議案第 46 号 令和５年度教育費 12 月補正予算の見積りについて 

日程第７ 議案第 47 号 指定管理者の指定について 

日程第８ 議案第 48 号 指定管理者の指定について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ただいまから、令和５年第 13 回岩国市教育委員会会議を開会します。 

・はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名

委員は、廣田委員と渡邉委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第 14 号 所管事項について」、日程第３「議

案第 43 号 岩国市教育委員会事務局等の組織に関する規則の一部を改正

する規則について」、日程第４「議案第 44 号 岩国市学校教育法施行細則

の一部を改正する規則について」、日程第５「議案第 45 号 岩国市幼稚園

条例施行規則の一部を改正する規則について」、日程第６「議案第 46 号 
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令和５年度教育費 12 月補正予算の見積りについて」、日程第７「議案第

47 号 指定管理者の指定について」、日程第８「議案第 48 号 指定管理

者の指定について」、以上でございます。 

・それでは、日程第２「報告第 14 号 所管事項について」を議題といたし

ます。これにつきましては、協議会形式で進めたいと思います。各担当部

署から先に配布しております行事予定表について、補足又は所管事項に関

する懸案等があれば説明をお願いします。 

・運動会等、大変お世話になりました。延期していた藤河小学校の運動

会は今週 18 日に行われます。 

今年度の学校閉庁は 12 月 28 日から１月４日までとしております。 

・10 月５日から 11 月 16 日までの期間、新規イベントとして「Ｅａｓｙ 

Ｐｅａｓｙ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌｅｓｓｏｎ」を実施しました。こ

のイベントは、外国人向けの日本語教室で「ＰＬＡＴ ＡＢＣ」のスタ

ッフが講師となって、外国人の方に日本語を学んでもらおう企画した

ものです。外国人の方にも施設を利用していただくことで、「ＰＬＡＴ 

ＡＢＣ」の交流の場としての機能をさらに高めていくことを目的とし

て企画したものです。約１か月間、定期的に開催し、40 人の方が参加

されました。 

・全体を通して、御意見・御質問がございましたらお願いします。 

・学校教育課にお尋ねします。山口県では、学校の教育目標や課題等に

ついて、熟議を実施していますが、それぞれ、学校で抱えている課題

等について、熟議をしていない学校は企画委員会を設けて、決定事項

を職員会議で諮って、学校の施策に反映させる方向で動いていると思

います。一部の学校では、保護者、学校運営協議会、生徒、教員の４

者で、学校の課題等について熟議を行っていると思いますが、保護者

や生徒の願いは先生に見えない部分があります。例えば、「なぜ、挨拶

運動が必要なのか」とか「家庭学習はなぜ必要なのか」など、保護者

や生徒を交えて熟議を行うと、見えていない部分も見えてきます。そ

れを反映して学校運営に組み込んでいくと、学校の活性化につながっ

てきます。岩国西中学校は実施しており、小中連携につながっている

ので、ほかの学校にも広がっていけばと思いますが、どうでしょうか。 

・学校運営協議会や熟議の中に、指導主事や社会教育主事が積極的に入

るように学校訪問を仕掛けています。岩国西中学校以外では、由宇中

学校区や川下中学校校区で、生徒が入っている熟議が増えている印象

があります。生徒自身と共有しなければ、教員だけが頑張っても、も

ったいないなと思います。どの学校も熟議は開いていると思いますが、

目指す子供像や、身に付けてほしい力とか、学力に踏み込んで、学校

運営協議会の中で、実際に問題を解いてみて、求められていることを

共有して、校長会で啓発しているところです。具体的に取り組んでい
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る学校の写真や感想を含めてお伝えできればと思います。生涯学習課

のアドバイザーが地域連携について紙面を作成してくれていますの

で、広めていきたいと思います。 

・岩国市は、特に学力向上について課題を持っているので、生徒も含め

た熟議を広めていって、生徒自身に学力についての認識を持たせる取

組を広めていただきたいと思いますので、教育委員会のサポートをお

願いします。 

・10 月 31 日と 11 月 1 日に玖南地区の小学校音楽会に参加してきました。

明日はパストラルホールで玖西地区の小学校音楽会が行われます。そ

の中で、すばらしい取組がありましたので御紹介します。ある小学校

で４年生と６年生の計 204 名の児童が出演していました。２学年合同

の参加でしたので理由を尋ねてみますと、現在の６年生は、当時コロ

ナ禍で出演できなかったので、持ち時間を半分ずつにしてでも、ぜひ

ステージに立たせてあげたいとのことでした。２学年合わせての指導

は大変だったと思いますが、大変感動いたしました。その分、バスの

借上げ料が倍になったそうですが、教育委員会に快諾してもらって、

現場の思いを支えていただいたと喜んでおられました。ついては、も

う一学年参加できていないので、来年もお願いしたいとの希望もあり、

ほかの学校からも同じようなお話があるかもしれません。金銭的な問

題もありますが、現場の熱い思いもお伝えしたく、お話しさせていた

だきました。また、岩国市は英語が随分浸透しており、プログラムの

中に、英語の曲を取り上げていた学校もあり、英語教育が浸透してい

ることを喜ばしく感じているところです。 

もう一点、昨日、灘中学校区のキャリア教育推進事業の発表会に出席

しました。教科の目標を押さえながら、キャリア教育を推進しておら

れましたが、どのように指導されていますか。 

・すばらしいのは、身に付けさせたい４つの力を子供たちと共有しなが

ら進めたことがポイントではないかと思います。求めれられている力

の中で、教科の目標がつながっていく。教科を通じて、身に付けさせ

たい力を意識しているところが非常に良かったと思います。絶えず、

指導の検討等で関わっていますが、その辺りのブレがないかどうかの

助言は、県教育委員会とも連携して行っています。日常の中で、道徳

や学級活動を通して、教員が子供たちに伝えているんだろうなと感じ

ました。 

・最後に、支所にお尋ねします。各ホールや会館にピアノが置かれてい

ますが、しっかり有効活用してほしいです。由宇の文化会館は適宜調

律されており、使いやすいです。周東の総合センター日向の稼働状況

はどうですか。 

・コーラスがありますので、定期的に使用されています。また、ピアノ
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の分解教室や有料のイベントになりますが、スタインウェイを弾いて

もらったりしています。 

・ピアノは使うほど調子も良くなるので、しっかり活用しください。 

・10 月 31 日に小中高連携英語教育推進事業が川下中学校で開催されま

した。研究発表会の中で、小学校５年生の児童が、ＡＬＴのサポート

を受けながら最初から最後まで流ちょうな英語で発表されており、驚

きました。中学生は恥ずかしそうにしていましたが、とても頼もしく

感じました。 

・11 月 10 日に、広島県で開催されました全国市町村教育委員会研究協

議会に参加しました。文部科学省から、初等中等教育について予算が

増額され、いじめ対策や不登校対策、部活動支援、働き方改革等々、

いろいろな部分にその予算を補正すると話がありました。その後の分

科会では「いじめ対策と不登校支援について」というテーマの話合い

に参加しました。年々増えている不登校に対して、どうすれば歯止め

をかけられるか、また、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の重

要性について話が出ました。人数や予算は足りているか、元教員だけ

でなく、臨床心理士など、各分野で活躍されている方を加えたら良い

のではないかといった意見が出ましたが、岩国市の状況はどうですか。 

また、吹田市では居場所づくりとして、公民館や供用会館を開放して

いるそうです。学校には行けないが、近所のフリースクールなどがあ

るのでいつでも来てね、といった感じで支援の輪を増やしていけば良

いのではないかという意見も出ていました。岩国市としては、「サポー

トルーム」の事例を紹介させていただきました。 

・ＳＳＷの予算ですが、現在、666 時間確保し、８人体制としておりま

すが、いずれも学校に特化した方ではなく、個人事業主や病院、介護

施設で働いている方もいます。オーダーは多いですが、予算が足りな

いということではありません。しかしながら、別に仕事を持たれてい

る関係上、学校から要望があっても物理的に応えられないと言う苦難

はあります。専属で教育委員会や学校、または中学校区に一人配置で

きればいいですが、人材確保的にも難しいという話はＳＳＷから直接

聞いております。 

・川下小学校では、不登校児童に対して、サポーターの協力により、保

護者と連絡の取れない家庭に対して、児童の自宅まで確認に行ってく

れたりしています。この方々はＳＳＷとは別で、支援員に当たります

か。 

・これは心の支援員となり、学校には来るが教室には入れない児童に別

室で対応する方が現在 12 人で 14 校に配置しております。御存じのと

おり、今年度加配教員が凍結しているので、当初は別室対応のみでし

たが、今はアウトリーチや学習補助、保護者への教育相談など、業務
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が増えてきているのが現状です。２年前から個人に対しての配置では

なく、学校に配置することにしたので、手続きも簡素化され、適宜活

用されています。需要が高いので、今回、補正予算を計上し、策を練

っているところです。 

・昨日、灘中学校区のキャリア教育推進事業に出席し、非常に驚きまし

た。ここまで教科の中に、縦と横のつながり、学ぶべきことを喚起す

るような取組がなされており、非常に良い取組だと思いました。一方

で、キャリアパスポートの活用が現場として上手くいっていないので

はないかと感じました。この辺りの指導状況や、現場から挙がってい

る声を聞かせてください。 

・キャリアパスポートは数年前に登場し、ポートポリオ形式で学んだこ

とを、シートにその都度まとめていました。小・中学校の総合的な学

習の時間と、高校の探求的な活動との連動性という面で、同じことの

繰り返しでは子供たちの成長が見えないのではないかということで、

スタートしたと思います。今、岩国市では小中一貫教育を実施してい

るので、小学校時代に行ったことを記録に残して、中学校につなげて

いく動きは加速していると思います。教員の方は、効果的な使い方を

模索している状況に見えます。学校教育課からは、これまで綴ってき

たキャリアパスポートを学年末に４から５枚に厳選し、次の学年へつ

なぎ、最終的に高校までつないでいけるよういくつかの学校にお願い

しています。厳選する作業を大事にして、選んだ理由を発表する場を

設ける。いずれは、卒業式の後、学活で作成したシートを利用して、

子供たちが自分の学びについて発表できればいいなと思っています。 

・事実を積み重ね、どう振り返って、学びを抽象化した上で具体化し、

子供の世界を広げていってあげるといいなと思うので、導き方など、

ぜひ一緒に議論できればと思います。 

・生涯学習課にお尋ねします。子育て学習会の参加率はどれくらいです

か。 

・小学校の１日入学や就学時健診に合わせて日程を組んでおりますので、

ほとんどの方が参加されています。 

・不参加の方へのアフターフォローはありますか。 

・アフターフォローは特にありませんが、当日は託児もあります。 

・動画配信はしてますか。 

・今のところやっておりません。 

・時代に合わせて、今後、検討いただければと思います。 

・補足ですが、就学時健診に欠席されて予備日を利用された方が 60 人位

です。800 人中の 60 人位なので出席率は悪くないと思います。 

・教育政策課に質問ですが、外国人向けの日本語教室ですが、参加人数

は１か月の延べ人数でしょうか。 
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・そうです。 

・どのくらいのペースでされていますか。 

・週に１回のペースです。 

・すてきな取組だと思いますので、継続していただけたらと思います。 

・ほかにないようでしたら、以上で報告第 14 号を終わります。 

・次に、日程第３「議案第 43 号 岩国市教育委員会事務局等の組織に関す

る規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。それでは、

教育政策課からお願いします。 

・今回の規則改正につきましては、今年４月の機構改革に伴いまして、

文化財課が市長部局に移りました。これまで、教育委員会の職務権限

に属する事務をしておりました岩国徴古館に関する事項が機構改革に

伴い、令和５年４月１日から市長が管理執行する事務として、市長部

局に移管されたことに伴いまして、規程の整備を行うために提案をす

るものでございます。以上、御審議のほど、よろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 43 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし 

・御異議なしと認め、議案第 43 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第４「議案第 44 号 岩国市学校教育法施行細則の一部を改正

する規則について」を議題といたします。 

 学校教育課から説明をお願いします。 

・長時間勤務の常態化が問題になっている教職員の働き方改革の一環と

して、異動による引継ぎや新年度の準備などで業務が集中する年度末

の教職員の負担軽減を図ることを目的に、夏季休業日を２日短縮し、

学年末の休業日を２日延長する事とし、あわせまして、学期について

は、第１学期を４月１日から８月 31 日までを７月 31 日までとし、第

２学期開始日の９月１日を８月１日からに変更するための規定の整備

を行うため提案するものです。なお、施行期日については、令和６年

４月１日からとしております。よろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 44 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 44 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第５「議案第 45 号 岩国市幼稚園条例施行規則の一部を改正す

る規則について」を議題といたします。 

 学校教育課から説明をお願いします。 

・岩国市立小・中学校の学期及び休業日を変更することに伴い、教育委
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員会として取扱いを統一するため、岩国市立幼稚園においても夏季休

業日を２日短縮し、学年末の休業日を２日延長することを提案するも

のです。また、玖珂幼稚園の定員については、現在の募集人員と異な

っていることから募集人員に合わせて減員するための規定の整備を行

うものです。なお、施行期日につきましては、令和６年４月１日から

としております。よろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 45 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 45 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第６「議案第 46 号 令和５年度教育費 12 月補正予算の見積り

について」を議題といたします。 

・なお、これ以降の日程については、公表までの間、議事については非公開

としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

・異議なし 

・御異議なしと認め、日程第６以降は非公開といたします。 

・それでは、教育政策課から説明をお願いします。 

・教育政策課の所管分について御説明いたします。資料の３ページ、債

務負担行為、岩国市英語交流センター指定管理料の追加についてです

が、岩国市英語交流センターにつきましては、令和３年度の施設オー

プン当初から現在まで、市が直営で業務委託によって運営管理を行っ

てまいりました。令和６年度から新たに指定管理者制度を導入するこ

ととし、選定委員会で選定された法人へ施設の運営維持管理業務を３

年間委託するため、上限１億 1,448 万 9,000 円の債務負担行為を設定

するものでございます。なお、今回、公募から選定された法人は、現

在の業務委託先である「合同会社ＤＭＭ.ｃｏｍ」となっております。 

・歳出から御説明させていただきます。資料は１ページになります。ま

ず、総務費の特定防衛施設周辺整備費について説明いたします。学校

給食運営基金積立金につきましては、特定防衛施設周辺整備事業によ

り、基金の積立てを行っておりますが、庁内での調整の結果、689 万

8,000 円減額されることになったもので、積立金を 689 万 8,000 円減

額補正しております。次に、教育費のうち中学校費の中学校教育備品

整備費についてですが、これは、山口県建築士会岩国支部からいただ

いた寄附金を活用し、学校備品の更なる充実を図るものです。歳出内

容は、学校図書等の購入の費用として、一般備品を 14 万 2,000 円計上

しております。続きまして、歳入について説明いたします。資料は２

ページになります。まず、国庫支出金の特定防衛施設周辺整備調整交

付金についてですが、学校給食運営基金積立金は、特定防衛施設周辺
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美和支所長 

 

 

 

 

 

周東支所長 

 

 

 

 

教育長 

廣田委員 

 

英語教育推進室長  

 

整備事業により、基金の積立てを行っておりますが、歳出でも御説明

しましたとおり、庁内での調整の結果、689 万 8,000 円減額補正して

おります。続きまして、寄附金については、山口県建築士会岩国支部

からいただいた 14万 2,000円の寄附金を中学校費寄附金に計上してお

ります。続きまして、３ページ、債務負担行為の設定についてです。

スクールタクシー運行業務委託小学校分、799 万 9,000 円、中学校分、

1,613 万 9,000 円の上限額の設定についてですが、スクールタクシー

の運行に当たりましては、運行業務を業者に委託する事としておりま

す。業者決定は入札により行い、その後、道路運送法の規定に基づき、

国土交通大臣の許可を受けた上で業務を実施しますが、事業許可の標

準処理期間が３か月とされていることから、翌年４月１日の運行実施

のために 12 月議会で債務負担行為を設定するものです。路線について

は、小学校では杭名小学校、藤河小学校、高森小学校。中学校では東

中学校、岩国西中学校が対象となります。以上です。 

・教育センター費として未来へつなぐ子どもの自立支援事業です。心の

支援員に関する補正です。補正前は、621 万 1,000 円ですが、補正後

は 729 万 7,000 円です。理由としましては、教員の加配が削減され、

別室登校してきた児童生徒の指導を担当する教員が不足している状況

にあるため、心の支援員の配置数を学校が要求しているという事です。

中央支援教室に関しましても 10 月１日現在で 23 人、11 月１日現在で

25 人となり、１か月で２人増えております。同教室の指導員８人だけ

では、個別対応しきれない状況になってきております。そのため、指

導員を補佐する心の支援員を派遣する必要があります。以上です。 

・９月の補正で計上させていただきましたが、来春予定しております美

和東小学校と美和西小学校の統合に必要な経費で、当初予算に計上さ

れていない経費になります。美和支所分の学校管理費のうち、物件委

託料として 64万 9,000円を補正計上しております。内容としましては、

小学校演台の校章作成費・廃棄物収集運搬処分委託費として要求する

ものです。 

・資料３ページの玖珂あいあいセンター指定管理者管理料につきまして、

指定管理者制度を利用して、令和元年度から令和５年度まで運営して

おりましたが、令和６年３月 31 日が期限となり、指定管理者の更新に

伴い、選定委員会で選定された法人・団体へ施設の運営、維持管理業

務を５年間委託するため、債務負担行為を設定するものです。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・英語交流センターの指定管理について、過去３年間のトータルの委託

料と今後３年間の委託料に差はありますか。 

・今年度までの年間委託料は約 3,780 万円です。今回指定管理の公募に

当たり、３団体から申請がありました。その中で「合同会社ＤＭＭ.
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教育長 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

ｃｏｍ」が選定され、同社提示額が 3,400 万円でございましたので 300

万円減額されております。２年間の実績を踏まえて、この金額で十分

効果的な運営ができるとして、受け止めております。 

・クオリティーを下げずに運営ができると市が判断したということです

ね。過去の実績等について、数字などでしっかりまとめておくと良い

と思います。 

・学校給食運営基金積立金が減額されていますが、この予算で大丈夫と

いう判断の下なのか、ほかの予算との兼ね合いで減額しなければなら

なかったのか。だとしたら、一般財源などで補填は必要ないのかを御

説明ください。 

・他の予算との調整になりまして、積立金自体は不足しておりませんの

で、一般財源からの補填は必要ありません。 

・補足ですが、防衛の交付金ですので、いろいろな事業の決算見込みに

合わせて、たまたまこの事業を減額したというもので、事業に支障が

出て実施したわけではありません。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 46 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 46 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第７「議案第 47 号 指定管理者の指定について」を議題といた

します。 

教育政策課から説明をお願いします。 

・岩国市英語交流センターにつきましては、令和３年度のオープン当初

から令和５年度の現在まで「合同会社ＤＭＭ.ｃｏｍ」に業務を委託し、

運営を行ってまいりました。令和６年度から新たに指定管理者制度を

導入することとし、指定管理者の募集を行ったところ、３団体から申

請があり、厳正な審査を行った結果、「合同会社ＤＭＭ.ｃｏｍ」が適

任であると判断したことから、令和６年４月１日から令和９年３月 31

日までの３年間指定することについて、市議会 12 月定例会において議

決を求めるため、この度教育委員会の意見を伺うものでございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 47 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 47 号は原案のとおり決します。 

・次に日程第８「議案第 48 号 指定管理者の指定について」を議題といた

します。 
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教育長 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

 

周東支所から説明をお願いします。 

・玖珂あいあいセンターにつきましては、令和元年度から令和５年度ま

で、玖珂町体育施設等管理協会グループが受託者となって運営してお

ります。令和６年３月 31 日で期限が切れますので、新たに指定管理者

の募集を行うものです。申請者は１社で、一般財団法人玖珂町体育施

設等管理協会が受託することになっております。これにつきまして、

地方自治法第 244 条の２第３項の規定に基づきまして、市議会の議決

を求めるために、提案させていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がございましたらお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 48 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 48 号は原案のとおり決します。 

・本日の議題は以上でございます。次回の教育委員会会議の日程につい

て、事務局から説明をお願いします。 

・次回定例会は、12 月 21 日木曜日、本庁２階特別会議室において、14

時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いたしま

す 

・以上をもちまして、令和５年第 13 回岩国市教育委員会会議を終了いた

します。 
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